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令和３年度第１１回定例総会 議事録 

 

 

１ 開催日時  令和４年２月２５日（金）午後３時２８分～午後３時５８分 

 

２ 開催場所  加美町小野田支所 ２階会議室 

 

３ 出席委員（１７名） 

 

会   長      １９番 三 浦   泉 

会長職務代理者     １８番 伊 藤 登 喜 子 

委   員       １番 星   榮 喜 

〃         ２番 澁 谷 幹 男 

  〃         ３番 半 田   守 

〃         ４番 畠 山 義 信 

〃         ５番 杉 村 昭 宏 

〃         ６番 猪 股   弘 

  〃         ８番 今 野   修 

  〃         ９番 千 葉 連 悦 

〃        １０番 板 垣 文 一 

〃        １１番 小 山 京 子 

〃        １２番 佐 々 木 照 義 

〃        １３番 山 本   成 

  〃        １４番 尾 形 徳 夫 

〃        １５番 中 村 貴 美 子 

       〃        １７番 佐 藤 と も 

 

４ 欠席委員（２名） 

 

委   員       ７番 三 嶋 秀 二 郎 

〃        １６番 畠 山 智 史 
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５ 議事日程 

日程第１  議事録署名委員の指名 

日程第２  会期の決定 

日程第３  会議書記の指名 

日程第４  報告第２９号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

日程第５  報告第３０号  農地転用許可後の工事進捗状況及び 

工事完了報告について 

日程第６  議案第３５号  農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第７  議案第３６号  農地法第４条の規定による許可申請について 

日程第８  議案第３７号  農用地利用集積計画の審査について 

日程第９  議案第３８号  農用地利用配分計画(案)について 

 

 

６ 説明のため出席した職員 

農業委員会事務局長（書記）       嶋 津 寿 則 

農業委員会事務局次長          今 野 典 子 

農業委員会事務局農地係長        畠 山 明 大 

 

 

７ 議事の経過及び結果 

 

次のとおり。 
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第１１回定例総会 議事の経過及び結果 

 

〈午後３時２８分 開会〉 

＊事務局（嶋津寿則事務局長） まもなく定刻でございますので、只今より令和３年度

加美町農業委員会 第１１回定例総会を開催いたします。 

農業委員会 会議規則第４条の規定により、会長が議長となりまして、議事を進行

していただきます。会長よろしくお願いします。 

 

＊議長（三浦泉会長） 本日は令和３年度、加美町農業委員会 第１１回定例総会にご出

席、大変ご苦労様です。 

ただいまの出席委員は１７名です。７番 三嶋秀二郎委員、１６番 畠山智史委員

から欠席の通告があります。定例総会の定足数に達しておりますので、直ちに本日

の会議を開きます。本日も、慎重なる審議をお願いいたします。 

 

 

 

日程第１ 議事録署名委員の指名 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第１、議事録署名委員の指名を行います。本日の議事録署

名委員は、１２番 佐々木照義委員、１４番 尾形徳夫委員にお願いいたします。 

 

 

 

日程第２ 会期の決定 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

お諮りいたします。本定例総会の会期は、本日１日間といたしたいと思いますが、

これにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） ご異議なしと認め、会期は本日１日間と決定いたしました。 

 

 

 

日程第３ 会議書記の指名 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第３、会議書記の指名を行います。本日の会議書記には、

事務局長 嶋津寿則君を指名いたします。なお、本定例総会の事務従事者として事務

局長以下の関係職員を任命します。 

それでは、議案の審議に入ります。 
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日程第４ 報告第２９号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第４、報告第２９号 農地法第１８条第６項の規定による通

知について、事務局より報告いたします。 

 

＊事務局（今野典子次長） 報告第２９号 農地法第１８条第６項の規定による通知につ

いて。このことについて、別紙のとおり通知があったので報告いたします。 

令和４年２月２５日提出。加美町農業委員会会長 三浦泉。 

   今月の農地法第１８条第６項の規定による通知は２件でございます。 

 

報告書番号１ 

貸人  Ａ氏 

借人  Ｂ氏 

所在地 下新田字新田…番…の田 

面積  ５１２㎡ 

基盤強化促進法 

 

報告書番号２ 

貸人  公益社団法人 みやぎ農業振興公社 

借人  Ｃ社 

所在地 月崎字昭和…番…の田 外１１筆 

面積  合計９,８４７㎡ 

農地中間管理事業の推進に関する法律 

 

 [以上２件の賃貸借の合意解約について説明。] 

 

＊議長（三浦泉会長） 報告が終わりました。これより質疑を行います。質疑ございま

せんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） 質疑がないようですから、これにて報告第２９号を終了いたし

ます。 

 

 

 

日程第５ 報告第３０号 農地転用許可後の工事進捗状況及び工事完了報告について 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第５、報告第３０号 農地転用許可後の工事進捗状況及び工

事完了報告について、事務局より報告いたします。 
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＊事務局（畠山明大係長） 報告第３０号 農地転用許可後の工事進捗状況及び工事完了

報告について。このことについて、別紙のとおり工事進捗状況及び工事完了報告書

の提出があったので報告いたします。 

  令和４年２月２５日提出。加美町農業委員会会長 三浦泉。 

   今月の農地転用許可後の工事進捗状況及び工事完了報告は５件でございます。 

 

報告書番号１ 

  太陽光発電設備の設置 

許可地  字下原…番 外１筆 

面積   合計１,６２２㎡ 

令和３年７月２０日完了 

 

報告書番号２ 

  太陽光発電設備の設置 

許可地  字下原…番 

面積   ２,４９７㎡ 

令和３年９月１７日完了 

 

報告書番号３ 

  特定建築条件付売買予定地の造成及び建売住宅建設 

許可地  字一本杉…番… 外１筆 

面積   合計１,７２６㎡ 

令和５年１０月３１日完了予定（進捗率 ０％） 

 

報告書番号４ 

  建売住宅建設 

許可地  字大門…番… 外１筆 

面積   合計１,５６４㎡ 

令和４年１月１０日完了 

 

報告書番号５ 

  共同住宅敷地 

許可地  字雁原…番… 

面積   ７９４㎡ 

令和４年１月２０日完了 

 

 [以上５件の工事進捗状況及び工事完了報告について説明] 

 

＊議長（三浦泉会長） 報告が終わりました。これより質疑を行います。質疑ございま

せんか。 

 

―「はい」の声あり― 
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＊議長（三浦泉会長） はい、２番 澁谷委員。 

 

＊２番（澁谷幹男委員） 番号４番について、Ｄ社は同時期にこの土地の南側の三角地

も売買していると思いますが、こちらは手がついていないようなので、どうなって

いるのでしょうか。 

 

＊議長（三浦泉会長） では事務局。 

 

＊事務局（畠山明大係長） ご指摘の土地に関しては、確かにまだ手がついていない状

況で、今回の完了報告があったところは、その三角地を含む土地ではなく、令和１

年に許可を受けている国道沿いの土地でございます。 

 

＊議長（三浦泉会長） ほかに質疑ございませんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） 質疑がないようですから、これにて報告第３０号を終了いたし

ます。 

 

 

 

日程第６ 議案第３５号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第６、議案第３５号 農地法第３条の規定による許可申請に

ついて、事務局より議案の説明をさせます。 

 

＊事務局（今野典子次長） 議案第３５号 農地法第３条の規定による許可申請について。

下記農地について農地法第３条第１項の規定により許可申請があったので審議され

たい。 

令和４年２月２５日提出。加美町農業委員会会長、三浦泉。 

   今月の農地法第３条の許可申請は２件でございます。 

 

申請番号１ 

渡人   Ｅ氏(死因贈与契約執行者 Ｆ氏) 

受人   Ｇ氏 

申請地  字鹿原谷地袋の畑 

面積   ７８３㎡ 

耕作者へ死因贈与するもの(平成３１年３月 書面契約済) 

※死因贈与…死亡したことを原因として贈与を行うこと 

      贈与者が死亡後に事前に指定した財産を受贈者に贈与する旨をお互い

に合意をすることで死因贈与契約が成立する 
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申請番号２ 

渡人   Ｈ氏 

受人   Ｉ氏 

申請地  字下原の畑 外１８筆 

面積   合計１３,２０９㎡のうち持分１２,４３３.５㎡ 

耕作者へ贈与するもの 

 

[以上２件の許可申請について説明] 

 

＊議長（三浦泉会長） 議案の説明が終わりました。ただいまの説明に関連して、担当

委員の方から現地調査の結果並びに補足説明を、申請番号１番について １１番 小

山京子委員お願いします。 

 

＊１１番（小山京子委員） 令和４年２月２３日、譲渡人のＦ氏と譲受人のＧ氏に電話

にて聴取り調査を行いました。Ｇ氏は１０年ほど前からＥ氏の農地を耕作しており、

Ｅ氏が農業者年金の受給者であることから今回このような契約となりました。申請

者に聴取り調査の結果、地域調和要件に支障ないものと判断いたしました。以上で

す。 

 

＊議長（三浦泉会長） ご苦労様でした。次に申請番号２番について １８番 伊藤登喜

子委員お願いします。 

 

＊１８番（伊藤登喜子委員） 令和４年２月１７日、Ｈ氏とＩ氏へ聴取り調査を行いま

した。同居はしておりませんがＩ氏はＨ氏のご長男であり、今回実家の農地を継ぐ

ということで生前贈与をする案件でございます。以前は別の方に耕作を依頼してい

たようですが、Ｉ氏が農地を受け取った際の今後の耕作については、農業委員会に

ご相談いただくようお話してまいりました。譲渡人・譲受人に聴取り調査の結果、

地域調和要件に支障がないものと判断いたしました。以上でございます。 

 

＊議長（三浦泉会長） ご苦労様でした。現地調査の結果並びに補足説明が終わりまし

た。これより審議を行います。質疑ございませんか。 

 

―「はい」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） はい、５番 杉村委員。 

 

＊５番（杉村昭宏委員） 申請番号２番の案件について、受人のＩ氏の経営面積に記載

がございませんが、こちらは今まで経営していなかったからということでしょうか。 

 

＊議長（三浦泉会長） では事務局。 

 

＊事務局（今野典子次長） 今まではおじい様の名義だったものを昨年の１２月にＨ氏

が相続され、今現在Ｉ氏が所有している農地がないためこのような記載になってお
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ります。ですが小野田にお住まいですので、耕作・管理はＩ氏が行っていたという

ことでございました。 

 

＊議長（三浦泉会長） ほかに質疑ございませんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） 質疑がないようですから、これで審議を終わります。これより、

議案第３５号 農地法第３条の規定による許可申請についての採決を行います。 

お諮りします。本件は、申請のとおり許可することにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） ご異議なしと認めます。よって議案第３５号 農地法第３条の規

定による許可申請については、申請のとおり許可することに決定いたしました。 

 

 

 

日程第７ 議案第３６号 農地法第４条の規定による許可申請について 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第７、議案第３６号 農地法第４条の規定による許可申請に

ついて、事務局より議案の説明をさせます。 

 

＊事務局（畠山明大係長） 議案第３６号 農地法第４条の規定による許可申請について。

下記農地を農地以外の目的に供するため農地法第４条第１項の規定により許可申請

があったので審議されたい。 

令和４年２月２５日提出。加美町農業委員会会長 三浦泉。 

   今月の農地法第４条の許可申請は１件でございます。 

   

  申請番号１ 

  申請人  Ｊ氏   字西町…番地… 

申請地  字一本杉…番… 外３筆 

面積   合計３,０２１㎡ 

申請事由 共同住宅敷地・一部家庭菜園 

事業資金 自己資金 …万円 / 借入金 …万円 

事業計画 許可日着工予定 / 令和５年３月３１日完成予定 

申請地は加美町役場の東北東約１ｋｍに位置し、水管及び下水道管が埋設されて

いる道路の沿道の区域で、おおむね５００ｍ以内に複数の公益的施設が存すること

から第３種農地と判断いたしました。 

法令・条例により義務付けられている行政庁との協議の進捗状況について、加美

町土地開発指導要綱による指導があり、現在協議中となっております。そのため農

地転用許可申請の審議の結果、許可相当と判断された場合は、加美町土地開発指導

要綱による協定の締結と同時許可とする見込みです。また本案件は３,０００㎡を超
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える事業計画となっており、県の常設審議委員会に諮る案件となっております。 

 

 [以上１件の許可申請について説明] 

 

＊議長（三浦泉会長） 議案の説明が終わりました。ただいまの説明に関連して、担当

委員の方から現地調査の結果並びに補足説明を、１番 星榮喜委員お願いします。 

 

＊１番（星榮喜委員） ２月１５日に、私、佐藤とも委員、伊藤代理、嶋津事務局長、

畠山係長の５名で現地を確認し、申請者の代理人であるＫ社のＬ氏にお会いして内

容を確認してまいりました。申請地は中新田中学校とイエローハットの間にある３

反歩ほどの農地で、一部は畑として利用するということでございます。都市計画の

農振地域内で、消防設備・排水路等は全て整備済みであり、建物に関しては資料の

通りでございます。以上のことから許可相当と判断してまいりました。 

 

＊議長（三浦泉会長） ご苦労様でした。現地調査の結果並びに補足説明が終わりまし

た。これより審議を行います。質疑ございませんか。 

     

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） 質疑がないようですから、これで審議を終わります。 

これより議案第３６号 農地法第４条の規定による許可申請についての採決を行

います。 

お諮りします。本件は、申請のとおり許可することにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） ご異議なしと認めます。よって議案第３６号 農地法第４条の規

定による許可申請については、申請のとおり許可することに決定いたしました。 

 

 

 

日程第８ 議案第３７号 農用地利用集積計画の審査について 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第８、議案第３７号 農用地利用集積計画の審査について、

事務局より議案の説明をさせます。 

 

＊事務局（今野典子次長） 議案第３７号 農用地利用集積計画の審査について。下記農

地について農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により審査決定を求めら

れたので審議されたい。 

令和４年２月２５日提出。加美町農業委員会会長 三浦泉。 

   今月の農用地利用集積計画の審議は、売買４件・賃貸借５件でございます。 

 

 



 - 10 - 

申請番号１ 

渡人      Ｍ氏 

受人      Ｎ氏 

申請地     字前田下の田 ３筆 

面積      合計１,５７５㎡ 

権利移動の種別 売買 

売買金額    総額…万円 

 

申請番号２ 

渡人      Ｏ氏 

受人      Ｎ氏 

申請地     字清水田の田 

面積      ３２９㎡ 

権利移動の種別 売買 

売買金額    総額…万円 

 

申請番号５ 

渡人      Ｐ氏 

受人      Ｑ社 

申請地     下狼塚字観音堂の田 外１０筆 

面積      合計１５,０５９.３５㎡ 

権利移動の種別 賃貸借 

借賃      １０ａあたり…円 / …円 

 

申請番号３番・４番及び６番から９番の案件につきましては議案書のとおりとな

っております。以上９案件で、田３７筆 畑１筆、面積６４,６２７.３５㎡。これら

の案件の計画内容は、経営面積、従事日数等、農業経営基盤強化促進法第１８条第

３項に規定する要件を満たしているものと判断されます。 

   

  [以上９件の集積計画について説明] 

 

＊議長（三浦泉会長） 議案の説明が終わりました。これより審議を行います。質疑ご

ざいませんか。 

 

―「はい」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） はい、５番 杉村委員。 

 

＊５番（杉村昭宏委員） 申請番号８番についてですが、賃貸借で１０ａあたり…袋と

記載されていて、こちらは…㎏を…袋ということだと思うのですが、この表記でよ

いのでしょうか。 

 

＊議長（三浦泉会長） では事務局。 
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＊事務局（今野典子次長） 申請者の方とのお話し合いの中で、…㎏…体というような

内容でしたのでこの表記にしておりました。申し訳ございません。以後キロ数で表

記いたします。ご指摘ありがとうございました。 

 

＊議長（三浦泉会長） ほかに質疑ございませんか。 

 

―「なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） 質疑がないようですから、これで審議を終わります。これより

議案第３７号 農用地利用集積計画の審査についての採決を行います。 

お諮りします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） ご異議なしと認めます。よって、議案第３７号 農用地利用集積

計画の審査については、原案のとおり決定いたしました。 

 

 

 

日程第９ 議案第３８号 農用地利用配分計画(案)について 

 

＊議長（三浦泉会長） 日程第９、議案第３８号 農用地利用配分計画(案)について、事

務局より議案の説明をさせます。 

 

＊事務局（今野典子次長） 議案第３８号 農用地利用配分計画(案)について。このこと

について農地中間管理事業の推進に関する法律第１９条第３項の規定により意見を

求められたので審議されたい。 

令和４年２月２５日提出。加美町農業委員会会長 三浦泉。 

   今月の農用地利用配分計画(案)は１件でございます。 

 

申請番号１  

渡人      公益社団法人 みやぎ農業振興公社 

受人      Ｒ氏 

申請地     月崎字昭和の田 外１１筆 

面積      合計９,８４７㎡ 

権利移動の種別 賃貸借 

借賃      １０ａあたり…ｋｇ 

貸付期間    県認可日の翌日から令和７年１２月１４日 

 

 [以上１件の計画案について説明] 

 

＊議長（三浦泉会長） 議案の説明が終わりました。これより審議を行います。質疑ご

ざいませんか。 
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―「なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） 質疑がないようですから、これで審議を終わります。これより

議案第３８号 農用地利用配分計画(案)についての採決を行います。 

お諮りします。本件は、原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

 

―「異議なし」の声あり― 

 

＊議長（三浦泉会長） ご異議なしと認めます。よって、議案第３８号 農用地利用配分

計画(案)については、原案のとおり決定いたしました。 

 

 

＊議長（三浦泉会長） 以上をもちまして、本日の案件はすべて議了いたしました。こ

れで令和３年度第１１回 加美町農業委員会定例総会を閉会いたします。 

大変ご苦労さまでした。 

 

 

〈午後３時５８分 閉会〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

この議事録は、事務局長 嶋津寿則が調製したものであるが、その内容に相違 

ないことを証するため、署名押印する。 

 

令和４年２月２５日 

 

議  長   三  浦   泉  

 

 

 

署名委員   佐 々 木  照 義  

  

 

 

署名委員   尾 形  徳 夫  


